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１　最近の連邦商標法に関する米国最高裁判
決の論点
最近の連邦商標法（ランハム法）に関する米国最

高裁判決では、表現の自由について規定する合衆国
憲法修正第１条との関係が論点となることが多いよ
うに思われる。

ランハム法２条（合衆国法典15編1052条）は、（a）
項で、「不道徳的、欺瞞的又は醜聞的な事項」や「（生

死を問わず）ある人、団体、信仰若しくは国民的な
象徴を軽蔑し、それらとの関係を偽って示唆し、そ
れらを侮辱し又はそれらの評判を落とす可能性の
ある事項」から成るか、それらを含む商標は、商標
登録が認められないことを規定している。Matal v. 
Tam事件の米国最高裁2017年６月19日判決は、アジ
ア人に対する蔑称である「The Slants（つり目）」の
商標登録が拒絶されたという事案で、人を軽蔑する
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